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域で活躍する

すます重要に
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本協会は、

を図るととも

普及啓発等の
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動を進めるこ

祉の増進に寄
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年に名称改正

となりました

2004 年に

に公益社団法

健福祉士とは？

福祉士とは、1

健福祉領域のソ

資格です。

はこころの時代

な価値観が錯綜す
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る精神保健福祉
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人日本精神保健福

精神保健福祉士

もに、精神保健福

の事業を行い、精

福祉のための専

ことにより、国民

寄与することを

た。 

に前身である日

ーカー協会が設

正し、日本精神保

た。 

に社団法人とな

法人として認定

？

997 年に誕生

ソーシャルワー

代と言われてい

する時代にあっ

持に資するため

祉にまたがる領

祉士の役割はま

います。 

福祉士協会とは

士の資質の向上

福祉士に関する

精神障害者の社

専門的・社会的活

民の精神保健福

を目的として設
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なり、2013 年

定されました。
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設立

公益社

下「本協

見人養成

り認定成

2009

して活動

組織「ク

成年

成年後

なかで、

や、福祉

をもって

所が審判

心身の

する姿勢

職後見人

待されて

目的

クロー

健福祉士

うことに

の推進に

の経緯

団法人日本精神

会」）では、20

に関する検討を

年後見人養成研

年度に、本協会

する精神保健福

ローバー」を発

後見人とは

見人とは、法的

判断能力が低下

サービスの契約

生活を支援する

で決定します。

健康状態に配慮

が求められてお

として、精神保

います。 

バーは、成年後

への情報提供、

よって、精神障

寄与することを

神保健福祉士協

002 年から、

を重ね、2008

研修を開始しま

会の認定成年後

福祉士のネット

発足させました

的に与えられた

下した方の財産

約、生活の見守

る人をいい、家

慮し、自己決定

おり、親族以外

保健福祉士の支

後見活動を行う

研鑽の場の提

障害者等への権

を目的としてい

協会（以

成年後

8 年度よ

ました。

後見人と

トワーク

た。 

た権限の

産の管理

守りなど

家庭裁判

定を尊重

外の専門

支援も期

う精神保

提供を行

権利擁護

います。
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② 候補者名

紹介 

③ 受任した

④ 成年後見

及活動

⑤ 成年後見

録者間の

⑥ 認定成年

登録者継

その他関

バーの事業

見に関する相談

名簿登録者から

た成年後見人等

見制度に関する

見制度に関する

の情報交換、研

年後見人養成研

継続研修の開催

関連する事業を

談事業 

の成年後見人等

等への支援 

る調査、研究及び

る「クローバー」

研修 

研修及びクローバ

催支援 

を行います。 

等の

び普

」登

バ

ク

本協会

修」を修

行う者及

ー」に登

登録

ーバー登

更新の条

神保健福

なって

☆登録者

を義務

る倫理

☆成年後

の対象

クローバーへの

会が主催する

修了したのち、

及び行う予定の

登録しなければ

の有効期間は 1

登録者継続研修

条件となります

福祉士賠償責任

います。 

者の受任案件は、

務付けており、財

理面での監査を行

後見人等の実務は

象となります。

の登録

「認定成年後見

実際に成年後

のある者は、「ク

ばなりません。

1 年度で、年度

修を受講するこ

す。また、受任時

任保険」の加入

、毎年クローバー

財産管理や身上監

行っています。 

は本協会の苦情処

見人養成研

後見活動を

クローバ

度毎にクロ

ことが登録

時には「精
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監護におけ
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